
  

筑西市橋梁診断判定業務委託 企画提案書作成要領及び審査要領 

 

１ 企画提案書作成要領 

筑西市橋梁診断判定業務委託にかかる企画提案書の作成にあたっては、本要領により作成すること。 

 

 注意事項 

（１）提案記載項目順に企画提案書を作成するとともに記載内容は当該項目内で完結すること。また、当

該項目以外の内容を記載しても採点の対象とならないことに留意すること。 

（２）企画提案書に記載する内容は全て本業務における実施義務事項として提案者が提示すること。 

（３）実施義務事項ではなく、参考として記載が必要である場合には、【参考】と明示し、記載する頁を分

けるなど混同する可能性を排除すること。 

（４）説明は文章をもって行い、図表はその補助として用いること。図表のみの記載は認めない。 

（５）特記仕様書等の内容を前提として提案すること。 

（６）企画提案書の任意様式は、片面印刷Ａ４版１０頁以内（縦横いずれも可）又は、Ａ３版（Ａ４版２頁

扱いとする）で、片袖折り（Ｚ折り）で作成すること。（提案記載項目が解るようにすること。） 

（７）参加表明書以外の各頁下側に通しで頁番号を付すこと。 

 

 提案記載項目及び記載内容 

提案記載項目 記載内容 備 考 

１ 

会社（事業）概要 

① 会社・法人等名称、②代表者名、③所在地、 

④設立年月日、⑤資本金、⑥経歴・沿革、 

⑦従業員数、⑧売上高 

会社（事業）概要書 

（様式第３号） 

業務受託実績 

過去１０年以内（平成２６年度から令和５年度ま

で）に本業務（橋梁診断判定業務）、本業務と同

種の業務（橋梁長寿命化修繕計画策定業務）、又

は本業務と類似する業務（橋梁設計業務又は橋梁

補修設計業務）の受託実績について示すこと。 

業務受託実績 

（様式第４号） 

体制及び業務実績 
本業務における体制及び予定技術者の実務経験、

経歴について示すこと。 

業務実施体制届出書 

（様式第５号の１） 

予定技術者の経歴等 

（様式第５号の２） 

２ 業務の実施フロー 

本業務における実施手順を示すフロー、業務量の

把握状況を示す工程計画の妥当性、効率的に業務

を遂行するための組織体制や取り組みについて

示すこと。 

工程表（別紙４）及び企

画提案書とは別に１～

２頁程度 

規格はＡ４判又はＡ３

判 

３ 健全性の診断 

「道路橋定期点検要領」に基づく点検結果から、

道路橋毎の健全性の診断について、道路管理者の

判断の補助の課題を示し、それらを踏まえた対応

策について示すこと。また点検業者間のばらつき

の解消についての対応策についても示すこと。 
企画提案書 

任意様式 

４ 包括的民間委託 
橋梁点検・維持工事等の包括的民間委託の導入に

関すること。 

５ 
点検支援技術の試

行・職員研修支援 

職員のスキルアップのための研修及び点検支援

技術の試行について示すこと。 

別 紙 ２ 



 

２ 企画提案書等の調整方法  

企画提案書等は、下記のとおり調製し、正本１部、副本１０部を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 企画提案書審査要領 

  企画提案書等を下記の評価指針により審査を行う。 

６ その他の提案 

本業務の特記仕様書等に定めていない事項につ

いて、本市の状況を踏まえた独自工夫提案がある

場合には、提案すること。ただし、その場合にあ

っても業務委託料の上限額以下となることを条

件とする。 

企画提案書 

任意様式 

７ 見積金額 内訳書を含め、見積金額を示すこと。 
見積書（様式第６号） 

内訳は任意様式 

審査項目 評価指針 
配 点 

一次審査 二次審査 

１ 
会社（事業）概要 
業務受託実績 
体制及び業務実績 

■事業者の安定性や事業実績はあるのか。 
 （資本金、従業員数、地域精通度、事業内容など） 
■過去１０年（Ｈ26～Ｒ5）に橋梁診断判定業務・

橋梁長寿命化修繕計画策定に係る業務、及び本業

務と類似する業務の受託実績があるか。 
■予定技術者は、資格や実務経験を有しているか。 

５０点 ― 

計 ５０点 ― 

２ 業務の実施フロー 

■実施フロー、工程計画が無理なく組み込まれてい

るか。 
■効率的な組織体制や取り組みについて提案され

ているか。 

― １０点 

①参加表明書（様式第２号）

②会社（事業）概要書（様式第３号）

③業務受託実績（様式第４号）

④業務実施体制届出書（様式第５号の１）

⑤予定技術者等の経歴等（様式第５号の２） 

⑦企画提案書（様式等は企画提案書作成要領参照） 

⑧見積書（様式第６号）

⑥工程表（別紙 ４） 

電子データ一式（DVD-R又は

CD-R1 枚） 



 

４ 評価及び点数の算出 

（１）各審査委員は、前項の評価指針ごとに、次表に定める評価基準に基づきＡ～Ｅの５段階による評価を

行う。 ※ 各委員の持点は同点とする。 
（２）事務局は、前項の審査項目ごとの配点に、前号の評価に対する係数を乗じて点数を算出する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業者の選定 

各審査委員の採点を集計し、点数の最も高い事業者を「優先交渉権者」として選定する。 
  なお、最高評価点が同点の場合は、審査委員の投票により「優先交渉権者」を選定する。 
 

６ その他 

   参加表明者が１事業者であっても、評価点が５割未満の場合は「該当者なし」として、再度公募を行

う場合がある。 
   審査における委員会の評価点については、公表しない。 

３ 健全性の診断 

■本市の現状と課題が明確に整理されているか。 
■委託の目的、内容について十分理解し、本市が取

り組むべき課題を的確に認識しているか。 
■取り組むべき課題に対する提案は実現可能かつ

有益なものか。 
■最新の「道路橋定期点検要領」に即した提案がな

されているか。 

― ４０点 

４ 包括的民間委託 

■包括的民間委託導入に向けた市場調査について

提案されているか。 
■市場調査の目的、内容について十分理解し、本市

が取り組むべき課題を的確に認識しているか。 
■取り組むべき課題に対する提案は実現可能かつ

有益なものか。 

 １０点 

５ 
点検支援技術の試

行・職員研修支援 

■点検等の支援技術に関する提案がなされている

か。 

■職員の技術力向上のための研修の提案がなされ

ているか。 

 １０点 

６ その他の提案 
■本市の状況を踏まえた独自工夫提案などがなさ

れているか。 
■他事業者と比較して優位な点はあるか。 

― ２０点 

７ 見積価格 

■見積額が最も低い者に、満点を付与する。他の応

募者の得点は、下記のにより算出する。 
 ・配点（10 点）×（全体の見積額のうち最低額

÷当該見積額）（小数点第 1 位以下切り捨て） 

― １０点 

計 ― １００点 

評価 評価基準 係数 

Ａ 非常に優れている 1.00 

Ｂ 優れている 0.75 

Ｃ 標準的である 0.50 

Ｄ 劣っている 0.25 

Ｅ 非常に劣っている 0.00 


